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第１章 はじめに 

１．備前市における計画策定の背景と目的 

■国の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■備前市における立地適正化計画の策定 

 

  

 

 

 

・我が国の多くの地方都市では、これまで郊外開発が進み市街地が拡大してきましたが、

今後は急速な人口減少が見込まれています。拡大した市街地のままで人口減少や少子

高齢化が進むと、以下のような問題が生じます。 

 公共交通機関の利用者が減少し、減便や廃止となる路線が出る等、サービスに地

域格差が発生 

 空き家の増加による地域コミュニティの低下や、病院・商業施設の撤退による生

活サービス機能の低下（市街地の低密度化） 

 税収減少や社会保障費の増大の中、今のまちの大きさのまま（全ての）行政サー

ビスを維持することは困難   等 

・この状況を受けて国では、人口減少が進む中、減少を最小限に留め、持続可能なまち

づくりを実現するため、平成 26（2014）年に「都市再生特別措置法等の一部を改正す

る法律（以下、「都市再生法」という。）」を施行し、「立地適正化計画制度」を創設しま

した。 

・備前市（以下、「本市」と

いう。）においても、

年々、人口減少・少子高

齢化が進行しており、令

和 27（2045）年には総人

口が２万人を下回り、老

年人口比率（65歳以上の

比率）は約 50％になると

予測されています。 

・このような状況の中で、多くの人々が住み、集い、働く場所である市街地環境について、

過去の人口増加を背景に形成された状況（規模）のまま、維持することは困難です。 

⇒そのため、立地適正化計画制度を活用し、まちの持続可能性を確保するため、拠点の

形成と交通ネットワークの充実による都市構造を実現し、次代につながる、暮らしや

すい、住みたい、住み続けたいまちをめざすことを目的に『備前市立地適正化計画』

（以下、「本計画」という。）を策定します。 

年齢階層別人口・人口比率の推移と将来推計※ 

※資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所平成 30 年公表値 
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２．立地適正化計画制度の概要  

（１）立地適正化計画とは 

人口減少・少子高齢化が進行する都市では、 

・高齢者でも出歩きやすく、健康・快適な生活を確保すること 

・子育て世代等の若年層にも魅力的なまちにすること 

・財政面及び経済面において、持続可能な都市経営を実現すること 

・低炭素型の都市構造とすること 

・災害に強いまちづくりを推進すること 

等が求められています。 

そのためには、個々の問題への部分的な対処療法ではなく、都市全体の構造を見直し、

コンパクトなまちづくりと、これらと連携した公共交通のネットワークを形成した「コン

パクト・プラス・ネットワーク」を実現することが重要となります。 

立地適正化計画は、一定の人口密度に支えられた居住や医療、福祉、商業、公共交通等

の多様な都市機能がまとまって立地するよう、既存の都市機能の維持や緩やかな立地の誘

導を行うとともに、公共交通との連携によるまちづくりを推進することを目的としており、

行政区域のうち、都市計画区域を対象に、長い時間をかけて緩やかに市街地の再編をめざ

すマスタープランとなります。なお、立地適正化計画は市町村が作成し、都市再生法第82

条の規定において、都市計画法に基づく『市町村都市計画マスタープラン』の一部とみな

されます。 

また、立地適正化計画の公表後は、居住誘導区域外における一定規模以上の住宅等の開

発行為や建築等行為、都市機能誘導区域外における誘導施設の開発行為や建築等行為、都

市機能誘導区域内における誘導施設の休止や廃止に対して、市長への届出が必要となりま

す。なお、宅地建物取引業法第35条第１項及び同法施行令第３条第１項に定める「重要事

項説明」の対象となります。 
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（２）立地適正化計画で定める主な事項 

立地適正化計画では、以下のような基本的な方針や誘導区域等、都市再生法の規定に基づ

く事項を記載します。 

 
 

表 立地適正化計画で定める主な事項 

項 目 内  容 

計画区域 

・都市全体を見渡す観点から、都市計画区域全体が対象 

・一つの市町村内に複数の都市計画区域がある場合には、全ての都市計画

区域を対象 

基本的な方針 

・中長期的に都市の生活を支えることが可能となるような、まちづくりの

理念や目標、めざすべき都市像等を設定 

・将来像の一つとして、概ね 20年後の都市の姿を展望しながら、あわせて

その先の将来も考慮 

居住誘導区域 

・人口減少の中でも、一定のエリアにおいて人口密度を維持することによ

り、生活サービスやコミュニティが持続的に確保される区域 

・原則として、市街化区域又は非線引き用途地域内に設定 

・居住誘導区域内における居住環境の向上や公共交通の確保等、居住を誘

導するための施策を設定 

都市機能 

誘導区域 

・医療・福祉・商業等の都市機能の立地を誘導し集約することにより、これ

らの各種サービスの効率的な提供を図る区域 

・原則として、居住誘導区域内に設定 

・都市機能誘導区域内に誘導施設の立地を誘導するための施策を設定 

 誘導施設 
・居住者の共同の福祉や利便の向上を図る観点から、立地を誘導する施設

を設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図 立地適正化計画の区域イメージ 

居住誘導区域 

立地適正化計画区域 

（都市計画区域） 

乗換

用途地域・ 

建築形態規制 

都市機能誘導区域 
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３．計画の位置付け 

本計画は、人口減少・少子高齢化の更なる進行を見据え、『備前市都市計画マスタープラ

ン』で掲げるコンパクトな市街地形成の具体的な方策として作成するものです。 

また、本市の最上位計画である『第３次備前市総合計画兼第２期備前市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略』や『備前市地域公共交通網形成計画』をはじめ、公共交通・防災・福

祉・子育て・財政・公共施設管理等に関連する個別計画との連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 備前市立地適正化計画の位置づけ 

 

 

 

  

 

 

第３次備前市総合計画  
兼第２期備前市まち・ひと・しごと創生総合戦略【令和 3年度策定】 

備前市都市計画 
マスタープラン 

備 前 市 

立地適正化計画 

備前市地域公共 
交通網形成計画 

備前市 
地域防災計画 

備前市公共施設等 
総合管理計画 

備前市地域福祉計画、
地域福祉活動計画 

等 

各種個別計画 

連携 

一
部 

備前市国土強靭化 
地域計画 

備前市子ども・子育て 
支援事業計画 
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４．計画対象区域 

都市再生特別措置法に基づき、「備前都市計画区域」を対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画対象区域 

 

 

 

５．目標年次・計画期間 

本計画の計画期間は、第 11 版 都市計画運用指針において「立地適正化計画の策定にあ

たり、一つの将来像として、概ね 20年後の都市の姿を展望する」とされていることや、備

前市総合計画の計画期間等を踏まえて、令和 22（2040）年度を目標年次に、令和４（2022）

年度から令和 22（2040）年度までの 19年間を計画期間とします。 

ただし、備前市都市計画マスタープランや用途地域等の見直し、基盤整備の状況等によ

り、必要に応じて計画の見直しを行うこととします。 

  

■備前都市計画区域 
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第２章 備前市の現状と課題 

１．備前市の現状 

（１）土地利用に関する特性 

１）市街地等の状況 

・市域の約８割を山林が占め、谷筋の盆地等に分布する可住地となる平坦地は非常に少な

い状況です。 

・都市計画区域で非線引き用途地域指定有りの備前エリアと非線引き用途地域指定無しの

日生エリア、都市計画区域外の吉永エリアが一体の都市を形成しています。日生エリア

では容積率・建ぺい率の指定により、山林部では低密度の、平坦地では狭小な漁業集落

において高度利用を可能とする建築形態規制が行われています。 

・備前エリアの平坦地に用途地域が指定されていますが、市街地としての土地利用が十分

になされておらず、大規模農地や工場跡地等、低・未利用地が存在しています。用途地

域の内外にかかわらず鉄道駅の徒歩圏周辺にも同様の低・未利用地が見られます。 

・片上地区等の住居系用途地域での工場の立地等、用途地域と現況土地利用が一致してい

ない地区が見られます。また、準工業地域における住商工の混在や、用途地域外での工

場や商業地の立地が見られます。 

・西片上駅に近い商業施設・旧アルファビゼン（跡地）は、高度利用地区となっています。 

・伊部駅の東南側に位置する伊部・浦伊部地区においては、令和元（2019）年に土地区画整

理事業が廃止されています。 
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図 土地利用状況（平成 28 年） 

資料：国土数値情報（土地利用細分メッシュ-平成 28年） 

駅勢圏（800m） 

その他 
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図 用途地域 

 

駅勢圏（800m） 

その他 

＊ 

＊ 

＊ 

＊は備前市では指定されていない 

資料：都市計画基礎調査（平成 29年） 
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図 用途地域指定箇所拡大図 

資料：都市計画基礎調査（平成 29年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 日生エリアの建築形態規制 

資料：都市計画基礎調査（平成 29年） 

駅勢圏（800m） 

その他 

駅勢圏（800m） 

その他 
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２）防災関連規制・対策の状況 

・津波浸水想定では、日生、伊里、片上の湾岸で２ｍ未満の浸水が想定されています。 

・河川氾濫浸水想定は、吉井川水系（吉井川、香登川、金剛川、八搭寺川）に関して「河川

整備の基本となる計画降雨（計画規模（Ｌ１）」と「想定し得る最大規模の降雨（想定最

大規模（Ｌ２）」による想定が調査・公表されています。計画規模（Ｌ１）想定では、香

登駅周辺において概ね３ｍ未満の浸水想定区域が広がっています。また、想定最大規模

（Ｌ２）では、香登駅周辺及び三石地区中心部において概ね３ｍ以上の浸水想定区域が

広がっています。他の河川については、現在のところ調査が行われていません。 

・河川改修については、香登川は終了し、立石川で改修を推進中です。 

・土石流及びがけ崩れ（急傾斜）の特別警戒区域は、山麓部の多くで指定されています。い

ずれも、特別警戒区域が居住地を面的に覆う箇所は少なくなっています。 

・土石流の警戒区域は備前片上駅周辺の市街地等、広範囲に指定されています。日生の市

街地は、がけ崩れ（急傾斜）の警戒区域で概ね覆われています。急傾斜の警戒区域は、地

震等、突発的な災害での被災が想定されます。 

・本市の市街地の母体となっている旧集落（明治期の集落）は、農地として谷筋の低平地

が、居住地として微高地が選択されていますが、平地が少ない地域であったため、山裾

を中心に住居が立地したと考えられ、伊部、寒河、吉永地区を除いて大部分が警戒区域

で覆われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 津波浸水想定区域分布図 

資料：岡山県提供資料（おかやま全県統合型 GIS より抽出）（令和 3年 10月時点） 

駅勢圏（800m） 

その他 
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図 河川氾濫浸水想定区域分布図（計画規模（Ｌ１）） 

資料：岡山県提供資料（令和 3年 10月時点） 

※河川氾濫浸水想定区域は岡山県のみ提示 
※調査対象河川は国土交通大臣又は都道府県知事により指定された河川
（洪水予報河川・水位周知河川）のみであり、備前市周辺では吉井川、
香登川、金剛川、八塔寺川が対象 

 

駅勢圏（800m） 

その他 
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図 河川氾濫浸水想定区域分布図（想定最大規模（Ｌ２）） 

資料：岡山県提供資料（令和 3年 10月時点）  

※河川氾濫浸水想定区域は岡山県のみ提示 
※調査対象河川は国土交通大臣又は都道府県知事により指定された河川
（洪水予報河川・水位周知河川）のみであり、備前市周辺では吉井川、
香登川、金剛川、八塔寺川が対象 

 

駅勢圏（800m） 

その他 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 土砂災害警戒区域分布図 

資料：岡山県提供資料（おかやま全県統合型 GIS より抽出）（令和 3年 10月時点）  

※土砂災害警戒区域等は岡山県のみ提示 
※土砂災害警戒区域等（地すべり）は備前市では指定されていない 

駅勢圏（800m） 

その他 
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（２）人口に関する特性 

１）人口の推移と将来推計 

・備前市の人口（国勢調査人口）は、昭和 55（1980）年の 49,306人から減少を続けており、

平成 27（2015）年時点で 35,179人と 35年間で約 30％の減少となっています。この傾向

は今後さらに強くなり、国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」）の推計では、

令和 27（2045）年には 19,021人と、平成 27（2015）年の人口に対して約 46％減少する

と予測されています。 

・なお、社人研の推計による令和２（2020）年の総人口が 32,353人であるのに対して、令

和２（2020）年の国勢調査では 32,320人となっており、令和２（2020）年時点では概ね

推計どおりに推移していると言えます。 

・老年人口（65歳以上）の比率は年々高くなる一方で、年少人口（15歳以上）の比率は年々

低くなっており、少子高齢化が進行しています。今後もこの傾向は続き、令和 27（2045）

年には老年人口比率が約 50％、年少人口比率は約 7％になると予測されています。 

・人口変化をメッシュ人口密度で見ると、平成 27（2015）年では隣接各市町とも鉄道駅周

辺を中心に市街地形成の目安となる 40人/ha程度であり、本計画の目標年次である令和

22（2040）年の予測では各市町とも減少傾向にあるものの、市街地の人口密度を保って

いる地区が多くなっています。これに対して、本市の市街地は鉄道駅周辺であっても、

和気町と並んで 20人/haを下回ると予測されます。 

 

 

  

図 年齢階層別人口・人口比率の推移と将来推計 

資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所平成 30 年公表値 
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図 平成 27（2015）年の人口（メッシュ） 

資料：国勢調査 

駅勢圏（800m） 

その他 
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伊部 

香登 

西片上 
備前片上 

伊里 日生 

寒河 

吉永 
三石 

図 令和 22（2040）年の人口（メッシュ） 

資料：国勢調査 

駅勢圏（800m） 

その他 
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（３）都市基盤に関する特性 

１）道路 

・都市計画道路は、長期未整備路線も多く、改良率は岡山県平均を大きく下回っています。 

・市街地を横断する国道２号と国道 250号では、それぞれ 26,160台/24h(平日)、8,001台

/24h(平日)の交通量（平成 27（2015）年道路交通センサス）を記録し、香登地区の国道

２号等では渋滞が見られるものの、混雑度が 1.0 を切る路線が多くなってきており、都

市計画道路網の見直しを検討する必要があります。また、通過車両と生活車両の混在等、

様々な問題が生じています。 

・市街地では、多数の狭あい道路が存在しています。 

 

  

図 都市計画道路配置図 

資料：備前市都市計画総括図、岡山県の都市計画(2019 年度版) 
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図 道路交通量調査位置 

資料：備前市都市計画道路見直案検討報告書 

  



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 交通調査基本区間番号

区間番号 車線数 4
14 混雑度 0.69

交通量伸び H27/H6= 1.73 大型車混入率 47.1

交通容量 26710

33110200020～30

山陽自動車道
和気IC～備前IC間
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0.69 
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（台/日）

日交通量 混雑度

2 交通調査基本区間番号

区間番号 車線数 2
1004 混雑度 1.32

交通量伸び H27/H2= 0.81 大型車混入率 28.7

交通容量 12680

33300020070～100

一般国道2号
備前市伊部

32,263 33,585 34,689 34,185 

27,996 

23,803 
26,160 
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（台/日）

日交通量 混雑度

3 交通調査基本区間番号

区間番号 車線数 4
13 混雑度 0.72

交通量伸び H27/H2= 4.60 大型車混入率 47.3

交通容量 27810

33110200010

山陽自動車道
備前IC～岡山兵庫県境間

8,096 

21,982 

27,355 
31,580 
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(台/日）

日交通量 混雑度

4 交通調査基本区間番号

区間番号 車線数 2
4156 混雑度 1.11

交通量伸び H27/H2= 0.95 大型車混入率 9.9

交通容量 5630

33400690080～130

主要地方道69号西大路備前線

瀬戸内市長船町服部537

8,265 

10,918 11,086 11,532 
9,689 
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5 交通調査基本区間番号

区間番号 車線数 2
46076 混雑度 0.20

交通量伸び H27/H2= 0.85 大型車混入率 8.7

交通容量 7490

33603810010～30

一般県道381号牛文香登本線

2,270 2,826 3,865 3,878 3,988 
1,651 1,932 

0.89 
0.52 0.62 0.59 0.59 

0.18 0.20 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H2 H6 H9 H11 H17 H22 H27

（台/日）
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6 交通調査基本区間番号

区間番号 車線数 1
6236 混雑度 0.79

交通量伸び H27/H2= 0.05 大型車混入率 0

交通容量 130

33604250010～20

一般県道425号磯上備前線
備前市殿土井
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135 113 

4.10 
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（台/日）
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↑

14.92

7 交通調査基本区間番号

区間番号 車線数 2
4078 混雑度 0.66

交通量伸び H27/H2= 1.61 大型車混入率 8.4

交通容量 5670

33400390010～40

主要地方道39号備前牛窓線
備前市鶴海

2,878 3,125 3,746 3,912 3,167 4,283 4,642 
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（台/日）

日交通量 混雑度

8 交通調査基本区間番号

区間番号 車線数 2
1109 混雑度 0.58

交通量伸び H27/H2= 0.94 大型車混入率 9.7

交通容量 10950

33302500040～60

一般国道250号
備前市東片上

8,537 8,568 8,236 9,110 9,250 
8,039 8,001 
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（台/日）

日交通量 混雑度

図 日交通量及び混雑度の推移 その１ 

資料：備前市都市計画道路見直案検討報告書、交通センサス（平成 22年,平成 27 年） 
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２）上水道 

・各居住地区には上水道が敷設され、普及率は 98.8％（令和元（2019）年度）となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 上水道の普及状況 

資料：各年備前市統計書 

 

  

10 交通調査基本区間番号

区間番号 車線数 2
6089 混雑度 0.36

交通量伸び H27/H2= 2.01 大型車混入率 9.3

交通容量 8040

33602610040～70

一般県道261号穂浪吉永停車場線

備前市閑谷
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9 交通調査基本区間番号

区間番号 車線数 2
1142 混雑度 0.61

交通量伸び H27/H2= 1.12 大型車混入率 13.5

交通容量 8350

33303740010～20

一般国道374号
備前市伊部
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7,190 6,661 6,962 6,840 6,579 6,365 

0.49 0.58 0.57 0.56 0.66 0.66 0.61 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H2 H6 H9 H11 H17 H22 H27
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図 日交通量及び混雑度の推移 その２ 

資料：備前市都市計画道路見直案検討報告書、交通センサス（平成 22年,平成 27年） 
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３）下水道 

・下水道については、都市計画区域の主要地区に公共下水道の整備が進められ、吉永エリ

アや島しょ部等では農業集落排水事業、漁業集落排水事業、特定環境保全公共下水道事

業による下水道が供用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

図 下水道事業整備区域図 

資料：備前市（令和 3 年 3月時点） 

 

 

大股 
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（４）公共交通に関する特性 

１）公共交通の体系 

・備前市の公共交通は、臨海部の主要市街地等を経由するＪＲ赤穂線と、内陸部の三石、

吉永を経由するＪＲ山陽本線の鉄道２路線が、岡山と姫路方面を東西に結んでいます。

また、路線バス網は、鉄道２路線間を南北に結び中山間部まで結ぶルートや、臨海部の

交通需要を補完するネットワークを構築しています。市中心部にあるＪＲ赤穂線西片上

駅からは、岡山駅まで約 50分～１時間、姫路駅まで約１時間です。 

・市民が普段使う交通手段（複数回答）では、自動車（自分で運転）65.7％、鉄道 38.9％、

自動車（乗せてもらう）32.1％、路線バス 19.5％、タクシー11.7％と続き、自動車が交

通の中心となっていますが、鉄道・バスといった公共交通も一定の需要があり、重要な

交通インフラとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

図 公共交通の運行ルート 

資料：備前市地域公共交通網形成計画（策定検討資料） 
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（５）都市機能に関する特性 

１）公共公益施設の立地状況、都市の拠点性の状況 

・公共公益施設は合併前の旧市町の中心であった備前、日生、吉永各エリアの中心部等に

集積しています。これらの中心地には鉄道駅があり、駅の徒歩圏や駅周辺に施設が多数

立地しています。 

・福祉のまちづくりに配慮した都市施設の整備が遅れています。また、多くの施設におい

て、鉄道駅からのアクセスルートのバリアフリー化が整っていません。 

・片上を筆頭に日生、三石、吉永等、合併前の旧市町の中心が、それぞれ生活の拠点を形成

していることで都市の拠点が分散しています。また、都市機能の集積は片上から伊部に

かけて最も多く、東備地域の中心的な都市であるものの、求心性に乏しくなっています。 

・道路網の整備が進むことで、市民の生活圏が広域化し、高次の都市機能については岡山

市等に依存しているものがあります。 

図 普段利用している交通機関 

資料：備前市地域公共交通網形成計画 
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図 都市機能施設の立地状況 

資料：備前市公共施設一覧、国土数値情報等（令和 2年 4月時点） 
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（６）財政に関する特性 

１）歳入 

・歳入は、平成 27（2015）年度～平成 30（2018）年度にかけて減少傾向にありました

が、令和元（2019）年度は増加傾向に転じ、歳入額は 231.8億円となっています。 

・歳入の内訳は、市税約 51億円と地方交付税約 66億円の合計約 117億円で過半を占めて

います。地方交付税における合併算定替えの恩恵は、平成 27（2015）年度から令和元

（2019）年度にかけて段階的に縮減しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 歳入の推移（金額） 

資料：総務省決算カード 
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２）歳出 

・歳出も歳入と同様に、平成 28（2016）年度～平成 30（2018）年度にかけて減少傾向に

ありましたが、令和元（2019）年度は増加傾向に転じ、歳出額は 223.1億円となってい

ます。 

・歳出の内訳では、福祉施策等の財源となる扶助費が膨らみ、公共施設やインフラ整備の

財源となる投資的経費は、市役所庁舎の建替えに伴い令和元（2019）年度にかけて増加

しています。老朽化した公共施設やインフラが急激に増えてきており、今後も維持管理

や施設更新の財源の確保対策が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

義務的 
経費 

投資的 
経費 

その他 

経費 

図 歳出の推移（金額） 

資料：総務省決算カード 
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２．立地適正化計画で対応していく課題 

（１）まちづくりにおける機能性や快適性について 

１）将来都市像の実現に向けた計画的な土地利用の推進  

人口減少、少子高齢化が急速に進行する中で、持続可能な都市の将来像を設定し、その

実現に向けて合理的でメリハリのある土地利用を推進する必要があります。 

また、ネットワークとしては、道路交通だけではなく本市の特長である鉄道２路線９駅

の利便性も充分に活用し、駅周辺の低･未利用地の土地利用を図る必要があります。 

 

２）コンパクトな市街地の形成 

都市としての生活サービスや下水道等の基盤を効率的に維持していくためには、現在、

鉄道駅等の交通拠点周辺にある公共施設や商業施設等といった都市機能の充実と拡散防止

を図り、その周囲の人口密度を高めたコンパクトな市街地を形成していく必要があります。 

また、本市の環境基盤である自然環境の保全と市街地の集約を図るため、各種都市計画

制度や立地適正化計画制度等を的確に運用していく必要があります。 

 

３）良好な居住環境の整備  

本市が戦略的に取り組んでいる人口の社会増減の均衡化を図るためには、駅周辺の低･未

利用地を活用して利便性が高く良好な居住環境の宅地を提供する等、コンパクトな市街地

形成と整合した市街地整備が必要となります。 

また、既成市街地においては、職住近接に配慮しつつ、用途地域との整合や防災性の改

善に取り組む等、良好な居住環境の整備を図る必要があります。 

さらに、新型コロナ感染症をきっかけに広まってきている IＴを活用したリモートワー

クを前提とした居住地選択に対応した宅地供給や情報インフラの強化も検討していく必要

があります。 

 

４）都市基盤整備による快適で衛生的な生活環境の創出 

下水道の整備計画区域に未整備区域が残っていますが、コンパクトな市街地の形成方針

に基づく宅地供給と整合した整備計画の見直しが必要となっています。 

雨水対策については、計画的に進めていく必要があります。 

 

５）災害に強いまちづくり 

地球温暖化の影響による気候変動に伴い豪雨災害等の自然災害が激甚化・頻発化してき

ており、未整備河川の整備とともに、吉井川以外の河川についても河川氾濫浸水想定を進

め、災害危険度に応じた土地利用を誘導する等、安全･安心なまちづくりを進める必要があ

ります。 

災害に強いまちづくりのため、治山治水対策を進めるとともに災害危険度に応じた土地

利用の誘導を基本としていく必要があります。また、建築物やインフラの不燃化・耐震化

とあわせて避難路やオープンスペースを確保する等、市街地の防災性を高めていく必要が

あります。 
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（２）まちづくりにおける連携や交流について 

１）魅力ある都市拠点の整備 

伊部・片上地区が連携して本市の都市拠点としての魅力を高めていけるよう、伊部・浦

伊部地区の骨格道路整備と計画的な土地利用を進めていく必要があります。 

 

２）特長を活かした市街地の再整備 

旧アルファビゼン跡地を活用した新たな交流拠点施設の整備と近傍の商業地の充実、ま

た、備前焼、漁業等といった観光の展開等、地区の特長を活かしたにぎわいのある市街地

の再整備を図る必要があります。 

また、産業都市としての特長を活かし、職住近接性に配慮しながらも秩序ある土地利用

のもとで、産業の育成と用地の確保に努める必要があります。 

 

３）幹線道路の整備による都市間・拠点間連携の充実 

広域連携軸となっている国道２号等、幹線道路の複線化を含む渋滞解消や沿道環境の改

善を図り、都市間・拠点間の連携を強化する必要があります。 

 

４）公共交通の利便性向上 

鉄道２路線が走っていることを本市の強みとし、道路網と共に連携軸に位置付けたまち

づくりを進めることが求められます。また、全市的な交通需要に対応するためには、バス

も重要な交通手段となっています。そのため、バスも含めた公共交通を維持していけるよ

う、市民の移動ニーズに対応した利便性の向上や観光利用も含めた利用促進を図っていく

必要があります。 

また、公共交通が利用しにくい地域に対しては、市民参画による役割分担等も含め、多

様な交通手段による対応を進めていく必要があります。 



29 

第３章 立地の適正化に関する基本的な方針（将来の都市像） 

１．都市計画マスタープランで掲げる「まちづくりの基本理念」 

『備前市立地適正化計画』は、『備前市都市計画マスタープラン』の一部に位置付けら

れ、都市計画マスタープランで掲げるまちづくりの実現に向けた具体的な方策として作成

するものです。 

『備前市都市計画マスタープラン』では、本市の現況特性等から抽出したまちづくりの

課題に対応し、備前市総合計画、備前都市計画区域マスタープラン（岡山県）との整合を

図りながら、「まちづくりの基本理念」を次のように設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

歴史・文化資源、海や緑の豊かな自
然、都市公園・緑地、観光・レクリ
エーション施設を活かした潤いの
あるまちづくりを目指します。 

連携と交流による 

にぎわいある都市づくり 

自然と歴史が調和した 

潤いある都市づくり 

産業の活性化や地域内外の連携・
交流により、活力・にぎわいのある
まちづくりを目指します。 

 

 

すべての人が健康で生きがいを持って暮らし、もてなしの心とた

くましさや柔軟性をあわせ持つ、新たな魅力を創造・発信するま

ちを目指します。また、市民一人ひとりを主役とした、健全で自立

したまちづくりを市民とともに進めます。 

海とみどりと炎のまち 

～ひとが元気、笑顔あふれる～ 

機能的で快適な 

人に優しい都市づくり 

道路、公共交通機関、商業施設、下
水道などの生活基盤がコンパクト
に整備され、安全・安心で快適なま
ちづくりを目指します。 
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２．都市計画マスタープランで掲げる「まちづくりの基本目標」 

『備前市都市計画マスタープラン』では、めざすべき将来都市像の実現に向け、基本理

念に基づき、まちづくりの基本目標を以下のように設定しています。 

本計画では、このうち主に「１）機能的で快適な人に優しい都市づくり」「２）連携と交

流によるにぎわいある都市づくり」の実現に向けた具体的な方策となります。 

 

１）機能的で快適な人に優しい都市づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）連携と交流によるにぎわいある都市づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）自然と歴史が調和した潤いある都市づくり 

 

  

人口減少や高齢社会などが進展するなか、今後は、計画的な土地利用や拠点となる地域

の有効高度利用を図りながら、都市の持続と環境負荷低減の視点に立ったコンパクトなま

ちづくりを推進していきます。 

また、可住地の少ない本市では、駅周辺等の低・未利用地などを有効活用することなど

によりメリハリのある土地利用を図り、リモートワークにも対応した移住・定住の受け皿

となる良好な住宅地の供給を図っていきます。そのための情報インフラの強化及び行政サ

ービスの電子化も推進します。 

さらには、既存ストックを有効活用しながら、良好な居住環境の創出、災害に強いまち

づくりなどの観点から、道路・鉄道や公園、下水道、河川などの都市施設を効率的、効果

的に整備・維持管理・運用し、安全・安心で快適なまちづくりを推進していきます。 

地方分権による自立した都市を目指し、交通利便性の高い駅周辺を拠点として利用する

居住地区の人口密度を維持することで都市機能の維持・充実を図り、本市の核となる都市

拠点や地域の日常生活に対応した生活拠点を維持・形成するとともに、的確にネットワー

クした鉄道及び道路を基軸とする地域交通網を形成することによって、地域間連携を強化

し、都市力の底上げを図ります。 

また、周辺自治体との役割分担や連携強化により、各種サービスの充実を図り、住みよ

い生活圏域の形成に努めます。 

さらには、本市の核となる都市拠点や産業拠点、観光拠点、レクリエーション拠点な

ど、広域的なニーズに応じた様々な交流拠点を形成するとともに、自動車・鉄道・バス及

びその他多様な交通手段による広域・地域交通網を整備することによって、都市間・地域

間連携を強化し、都市活力を高めていきます。 

多面的な機能を有する森林や身近な里山、生活の一部でもある優良農地、多島美に代表

される瀬戸内海やその海岸線など、本市の特長でもある豊かな自然環境の保全・再生に努

めることにより、人と自然が調和し、環境と共生する持続可能なまちづくりを推進してい

きます。 

また、歴史・文化と一体となった自然環境やレクリエーション機能を有する自然環境に

ついては、保全・再生を原則としながら、機能向上や有効活用を図っていきます。 

さらには、地域の個性を活かした都市景観の保全・創出や地球環境に配慮したまちづく

りを推進していきます。 
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３．将来都市像 

『備前市立地適正化計画』や『備前市都市計画マスタープラン』によりめざす将来の都

市構造は、次のように設定します。 

なお、将来の都市構造とは、将来あるべき都市の骨格を示すものであり、本市では「拠

点」「連携軸」「ゾーン」の３要素で構成します。 

「拠点」は、居住系と産業系の拠点を設定します。住居系の拠点については、「都市拠

点」「地域拠点」「生活拠点」の３段階の階層構造とすることで、拠点ごとに維持、誘導・

集約すべき施設（特性と役割）を明確にします。また、各階層の拠点は、複数の役割を担う

こともあり、重層的に都市機能を有することを考慮して設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

図 拠点設定のイメージ 

 

（１）将来都市像の方向性 

市街地や拠点の無秩序な拡大は非効率な社会資本整備を招き、行政コストの増大へと繋

がることから、今後の人口減少時代においては、拡大を抑制する方向に施策を転換する必

要があります。 

本市では、自動車交通が市民の日常の足であり、今後も道路が交通ネットワークの中心

となりますが、少子高齢化の進行により、自力での移動が困難になる住民の増加等が懸念

されることから、市民の日常の移動の利便性向上や効率的な公共交通の形成を目指し、ま

ちづくりと連携して市内各地域の日常生活を支える公共交通ネットワークの再構築を図り

ます。 

さらに、環境負荷軽減や自然環境の保全の観点から、新たな市街地開発は抑え、道路・

鉄道網や公園等、社会資本の既存ストックを有効活用していくことも必要です。本市は、

国土軸上に鉄道２路線と幹線道路が概ね並行して通り、駅を中心としたその周辺に都市機

能集積や居住地が形成されています。また、駅は、鉄道とバス路線網の中継地としての役

割を果たしています。これらの強みを活かしていくため、鉄道の利便性の向上とあわせて

鉄道駅周辺を中心とした拠点と市街地の形成を図ります。 

このような将来都市像の方向性に即した都市構造を設定し、これに基づいて計画的かつ

総合的な土地利用と交通ネットワークの整備を図り、効率的に社会資本を整備していくこ

とで、コンパクトでまとまりのあるまちづくりを推進していきます。 

  

【都市拠点】 【地域拠点】 【生活拠点】 

←広域的（全市民や県南東部地域）な役割を担う都市機能 

←各エリア（備前、日生、吉永）の中心的な役割を担う都市機能 

←日常生活を支える身近な都市機能 

階 層 構 造 

 

重 

層 

性 
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（２）都市構造 

◇拠点 

地域の特性を活かした機能の集積を図り、地域の求心力を高めます。 

都市拠点 

【伊部地区・片上地区周辺（伊部駅、西片上駅、備前片上駅）】 

・伊部・浦伊部の基盤整備により、伊部地区・片上地区の連携を強化し、市

の中心拠点はもとより、県南東部地域の拠点として、商業・産業・行政・

医療福祉等、都市機能の集積・充実や都市交流の活性化を図ります。 

地域拠点 

【ＪＲ赤穂線伊部駅、西片上駅周辺（伊部駅、西片上駅）】 

・既存の公共公益施設を有効活用しながら、備前エリアの中心拠点として必

要な都市機能の集積・充実や都市交流を図ります。 

【日生総合支所及びＪＲ赤穂線日生駅周辺（日生駅）】 

・既存の公共公益施設を有効活用しながら、日生エリアの中心拠点として必

要な都市機能の集積・充実や都市交流を図ります。 

【吉永総合支所及びＪＲ山陽本線吉永駅周辺（吉永駅）】 

・地域間の連携を強化しながら、吉永エリアの中心拠点として日常生活に必

要な各種サービス機能の整備を図ります。 

生活拠点 

【三石総合支所及びＪＲ山陽本線三石駅周辺（三石駅）】 

・産業を中心とした地域の活性化を図るとともに、吉永駅周辺との連携を強

化しながら、日常生活に必要な都市機能を維持します。 

【ＪＲ赤穂線寒河駅周辺（寒河駅）】 

・日生駅周辺（地域拠点）や隣接する赤穂市との連携を強化しながら、日常

生活に必要な都市機能を維持します。 

【香登地区周辺（香登駅）】 

・伊部地区・片上地区周辺（都市拠点・地域拠点）や隣接する瀬戸内市との

連携を強化しながら、日常生活に必要な都市機能を維持します。 

【ＪＲ赤穂線備前片上駅周辺（備前片上駅）】 

・備前片上駅を中心として、日常生活に必要な都市機能を確保・維持します。 

【伊里地区周辺（伊里駅）】 

・伊里駅を中心として、日常生活に必要な都市機能を確保・維持します。 

産業拠点 

【片上湾周囲の工業地域】 

・産業機能の集積地として既存の生産機能の高度化・高付加価値化を図りな

がら、足腰の強い経済基盤づくりを促進していきます。 

【香登地区・西鶴山地区周辺】 

・既存の産業機能を維持しつつ、都市基盤の整備や企業誘致等による新たな

物流・新産業エリアの創出を検討し、地域活性化を図ります。 

観光･レク

リエーショ

ン拠点 

【備前市総合運動公園、備前市浜山運動公園及び備前市日生運動公園】 

・スポーツ・レクリエーション機能の集積を図ります。 

【ひなせうみラボ、たぬき山展望台及び外輪海水浴場周辺、まほろば周辺】 

・架橋による連携強化とともに、観光・レクリエーション機能の充実を図り

ます。 

【伊部周辺、旧閑谷学校周辺、五味の市及び楯越山周辺、八塔寺周辺】 

・歴史・文化資源や自然を活かした観光機能の充実を図ります。 
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◇連携軸 

道路を中心に鉄道・バス等の公共交通と組み合わせて都市間及び地域間を結び、人や物、

情報等を誘導します。 

国土連携軸 

【山陽自動車道】 

・国土の均衡ある発展のため、都市、産業、交通を連携する国土連携軸

として位置付けます。 

広域連携軸 

【国道２号】 

・主に近畿地方と中国地方を結び、県内外の交流促進を図る広域連携

軸として位置付けます。 

公共交通軸 

（鉄道・バス） 

【ＪＲ山陽本線、ＪＲ赤穂線、県道穂浪吉永停車場線、国道２号（ＪＲ

山陽本線とＪＲ赤穂線と繋ぐ主要バス路線）】 

・市内の拠点間やエリア間、近畿地方と中国地方を結び、公共交通によ

る県内外の交流促進を図る軸と位置付けます。 

都市連携軸 

【国道 250号・国道 374号・一般県道寒河本庄岡山線 等】 

・都市拠点とその他の拠点の連携強化とともに、岡山市や周辺市町村

との連携強化を図る都市連携軸として位置付けます。 

地域連携軸 

【都市連携軸以外の県道等】 

・地域間の連携強化とともに、広域連携軸や都市連携軸を補完する地

域連携軸として位置付けます。 

 

◇ゾーン 

計画的な土地利用を図り、拠点や連携軸とともに面的なまちへと展開します。 

中山間ゾーン 

【吉永エリアを中心とした市北部地域】 

・豊かな自然や歴史・文化、生活が融合したゾーンを目指し、自然環境

の保全に努めるとともに、レクリエーション機能等、森林の多面的

機能を有効に利活用します。また、農林業の振興に努め、豊かな田園

環境を適正に保全するとともに、都市拠点との連携を強化し、良好

な生活環境を維持していきます。 

産業・文化 

ゾーン 

【備前エリアを中心とした市中部地域】 

・歴史・文化、商業、業務、工業等、多様な都市機能が集積するゾーン

を目指し、計画的な土地利用による都市機能の集積を図るとともに、

商業や産業の活性化、地域資源を活用した連携・交流により、活力や

にぎわいの創出を図ります。また、適正な土地利用コントロールと

社会資本整備により、良好な市街地環境の創出を図ります。 

海洋ゾーン 

【日生エリアを中心とした市南部地域】 

・瀬戸内海国立公園や多島美に代表される豊かな自然や良好な景観と

生活が融合したゾーンを目指し、自然環境や優良農地の適正な保全

に努めます。また、都市拠点との連携を強化等し、良好な生活環境を

維持しながら、レクリエーション機能の充実や水産業、観光の振興

に努めます。 
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図 将来都市構造図 
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第４章 誘導区域の設定 

１．将来都市構造と誘導区域設定の関係性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

【将来都市像の方向性】 

①市街地の集約の必要性 

・人口減少による財政縮減、サービスの担い手不足等から、市街地の規模を現状の

まま維持し続けることは困難な状況です。 

⇒将来のことを考えると、市街地の集約が必要です。 

②集約箇所の選定 

・本市は地形的な制約から、利用可能な土地が限定的です（海岸沿いや谷筋）。 

・国土軸上に鉄道路線が２本通っており、また幹線道路も概ね並行して通っていま

す（鉄道駅がバス交通ネットワークとの中継地になっている）。 

・居住地及び生活に係る都市機能の集積は、道路交通をアクセス手段とするもの

（幹線道路沿道）と鉄道をアクセス手段とするもの（駅周辺）が概ね重複してい

ます。 

⇒現状は車社会ですが、今後の高齢化の更なる進行等を見越して、鉄道等の公共交

通を中心とした市街地の形成（維持）が重要です。 

⇒鉄道駅周辺に階層構造をもった拠点を設定します。（都市拠点、地域拠点、生活拠点） 

【誘導区域設定の方向性】 

⇒本市における立地適正化計画の都市機能誘導区域は、「都市拠点・地域拠点レベルの施

設を維持、誘導・集約するエリア」と考え、以下の方向性により誘導区域を設定しま

す。 

①「都市拠点」「地域拠点」⇒居住誘導区域及び都市機能誘導区域 

②「生活拠点」⇒居住誘導区域 

 ■居住誘導区域と都市機能誘導区域を設定する鉄道駅の対応 

エリア 鉄道駅 
拠点の 
位置づけ 

誘導区域の設定 
居住誘導区域のみの区域と 

都市機能誘導区域を繋ぐ公共交通 ※ 居住誘導 
区域 

都市機能 
誘導区域 

備 前 

香登 生活 ○  JＲ赤穂線【公共交通軸、広域的な幹線】 

伊部 都市・地域 ○ ○ ― 

西片上 都市・地域 ○ ○ ― 

備前片上 生活 ○  JＲ赤穂線【公共交通軸、広域的な幹線】 

伊里 生活 ○  JＲ赤穂線【公共交通軸、広域的な幹線】 

三石 生活 ○  国道２号【公共交通軸、地域間幹線】 

日 生 
日生 地域 ○ ○ ― 

寒河 生活 ○  JＲ赤穂線【公共交通軸、広域的な幹線】 

※【 】内は「本計画の将来都市構造」と「備前市地域公共交通網形成計画」における位置づけ 
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【参考】居住誘導区域・都市機能誘導区域の基本的な考え方（第 11版 都市計画運用指針より） 

  

■備前市における居住誘導区域・都市機能誘導区域のイメージ 

 居住誘導区域の定義 

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持する

ことにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべ

き区域です。 

 

 都市機能誘導区域の定義 

  医療・福祉・子育て支援・商業といった民間の生活サービス施設の立地に焦点が当て

られる中では、これらの施設を如何に誘導するかが重要となります。このような観点か

ら新たに設けられた都市機能誘導区域の制度は、一定のエリアと誘導したい機能、当該

エリア内において講じられる支援措置を事前明示することにより、当該エリア内の具体

的な場所は問わずに、生活サービス施設の誘導を図るものであり、都市計画法に基づく

市町村マスタープランや土地利用規制等とは異なる全く新しい仕組みです。 

 

 

立地適正化計画区域 

（都市計画区域） 

都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

都市拠点 

生活拠点 

生活拠点 

地域拠点 
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２．誘導区域設定の基本方針 

（１）都市機能誘導区域の設定に係る基本方針 

 

 

 

 

 

（２）居住誘導区域の設定に係る基本方針 

⇒市の中心拠点又はエリアの中心拠点として必要な都市機能についての集積状況や商

業系用途地域の設定状況等を踏まえて、これらの都市機能の維持・充実を図るべき

エリアを都市機能誘導区域とします。 

方針① 人口集積・都市機能集積がある地区  

・人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することで、都市

機能の維持・充実を図り、拠点を維持・形成していきます。 

⇒将来にわたり人口集積が見込まれる区域を基本とします。 

⇒日常生活に係る都市機能が集積している区域及びその周辺を基本とします。 

 

方針② 鉄道駅の徒歩圏を中心とした地区  

・居住誘導区域の中に都市機能誘導区域をあわせて定めることが基本ですが、居住誘

導区域を離れた２か所に設定しても、公共交通（鉄道・バス等）で結ばれ他の区域

の都市機能の利用が容易である場合等には、片方のみに都市機能誘導区域を設定す

る運用は可能となっています。（立地適正化計画の作成に係るＱ＆Ａより） 

⇒居住誘導区域のみを設定する箇所は、鉄道駅からの徒歩圏内（鉄道駅から概ね半径

500ｍ圏、最大 800ｍ圏程度※）で区域を設定することを基本とします。 

※国土交通省「都市構造の評価に関するハンドブック」において『一般的な徒歩圏半径を

800ｍ』、『高齢者の一般的な徒歩圏を 500ｍ』としており、自動車等での移動が難しい高

齢者等のさらなる増加を見越して、鉄道駅を中心とした市街地形成を進めるという計画

方針に基づいて設定。 

 

■都市機能誘導区域と居住誘導区域の関係イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A駅 

 
B駅 

 

A駅周辺の都市機能誘導区域 

A駅周辺の都市機能誘導区域 
を利用する居住誘導区域 

【都市拠点・地域拠点】 【生活拠点】 

・B駅から概ね半径 500

ｍ圏、最大 800ｍ圏程

度の範囲で居住誘導区

域を設定 
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方針③ 用途地域内、建築形態規制の高容積指定地区内  

・本市の立地適正化計画の対象地域である備前都市計画区域は、区域区分を行わない

「非線引き」の都市計画区域です。 

・制度上、白地地域（用途地域を指定していない箇所）において居住誘導区域を定め

ることは可能ですが、実態の土地利用の状況や用途地域等の設定状況を踏まえて、

適切な範囲で行うとともに、地域の将来像を実現していくために必要な土地利用の

あり方について検討（住居系の用途地域、特定用途制限地域、地区計画等の土地利

用規制等）を行うことが重要とされています。（立地適正化計画の作成に係るＱ＆Ａ

より） 

⇒用途地域の指定を行っている備前エリアについては、コンパクトでまとまりのある

まちづくりを推進するという本計画の趣旨から、用途地域指定箇所内での誘導区域

の設定を原則とします。 

⇒用途地域を指定していない日生エリアについては、建築形態規制の状況を踏まえて

誘導区域の設定を行うこととします。 

 

 

   

 

 

 

 

 

方針④ 防災安全性の確認  

・第 11版 都市計画運用指針では、災害リスクの高い箇所を災害リスクの大きさに応

じて「原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域」「災害を防止し、又

は軽減するための施設の整備状況等を総合的に勘案し、居住を誘導することが適当

ではないと判断される場合は、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき

区域」等としています。 

・津波浸水想定としては、南海トラフ巨大地震が発生した場合の津波により、片上湾

や日生湾、伊里駅南部等において 2ｍ未満の浸水が想定されています。（津波到達ま

で２時間程度であり、避難情報を得て避難行動を取れる可能性があります。） 

・河川浸水想定としては、国土交通大臣又は都道府県知事により指定された河川（洪

水予報河川・水位周知河川 ※備前市周辺では吉井川、香登川、金剛川、八塔寺川）

のみで調査・公表されています。 

【まちづくり方針からの総合的な候補地抽出 】 

⇒方針①～③に示した人口密度（現在・将来）や都市機能の集積状況、公共交

通によるアクセス性、用途地域等の設定状況等の確認のため、都市構造に係

る評価指標※を設定し、その総合評価が相対的に高い箇所を中心に『居住誘

導区域（候補地）』を抽出します。 ※評価指標は「（３）居住誘導区域に係る

評価」参照 
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⇒浸水想定区域は事前に河川水位や気象状況を見て避難行動をとれる可能性があり、ま

た、浸水想定が一般的な家屋の２階床下に相当する３ｍ未満であれば垂直避難も選択

肢として考えられます。そのため、浸水想定（計画規模（L1））が３ｍ未満の箇所に

ついては居住誘導区域に含め、「第７章 防災指針」において、浸水想定区域である

旨の周知や治水対策の促進等、ソフト・ハードの対策の実施について整理します。 

⇒方針①～③の候補地のうち、洪水予報河川・水位周知河川以外については、現時点

では地形や過去の災害履歴から判断するものとし、浸水想定区域の調査・公表が行

われた時点で居住誘導区域の見直しを行うものとします。 

 

・また、本市では土石流及びがけ崩れ（急傾斜）の土砂災害警戒区域（イエローゾー

ン）及び土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）が山麓部の多くで指定されており

※、用途地域指定箇所等の市街地が形成されている場所においても多数の箇所が指

定されています。 

 ※地すべりの土砂災害（特別）警戒区域は指定されていません。 

・特別警戒区域については「原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域」、

警戒区域は「災害を防止し、又は軽減するための施設の整備状況等を総合的に勘案

し、居住を誘導することが適当ではないと判断される場合は、原則として、居住誘

導区域に含まないこととすべき区域」とされています。 

⇒本計画における土砂災害（特別）警戒区域の取り扱いは、砂防堰堤等の土砂災害を

軽減するための施設（防災施設）の整備の設置状況から、下表のとおりとします。 

⇒土砂災害（特別）警戒区域に対するソフト・ハードの対策の実施等については、「第

７章 防災指針」において整理します。 

■「居住誘導区域（候補地）にかかる土砂災害（特別）警戒区域」を居住誘導区域とする条件 

 

 

※イエローゾーンは地形的条件から指定されるものであるため、防災施設が設置されても、

その区域は指定解除にはなりません。 

土砂災害特別警戒区域 ＝ レッドゾーン
土砂災害警戒区域 ＝ イエローゾーン

レッド付きイエロー

イエローのみ 防災施設設置

防災施設設置

防災施設が設置される、
又は見込める場合

居住誘導区域

居住誘導区域
（候補地）

防災施設防災施設の設置によりレッ
ドゾーンが指定解除となる、
又は見込める場合
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表 【参考】居住誘導区域の設定にあたっての災害リスクの高い区域の取り扱い 

（第 11版 都市計画運用指針より） 

区 分 項 目 備前市における状況（R3年9月時点） 

居住誘導区域に含

まないこととされ

ている区域 

建築基準法第 39 条第１項に規定す

る災害危険区域のうち、同条第２項

の規定に基づく条例により住居の用

に供する建築物の建築が禁止されて

いる区域 

・指定なし 

原則として、居住

誘導区域に含まな

いこととすべき区

域 

土砂災害特別警戒区域（急傾斜、土

石流、地すべり） 
・指定あり 

津波災害特別警戒区域 ・岡山県未指定 

建築基準法第 39 条に規定する災害

危険区域（津波、高潮、出水等による

危険の著しい区域） 

・備前市指定なし 

地すべり等防止法第３条第１項に規

定する地すべり防止区域 
・備前市指定なし 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に

関する法律第３条 第１項に規定す

る急傾斜地崩壊危険区域 

・備前市指定あり 

それぞれの区域の

災害リスク、警戒

避難体制の整備状

況、災害を防止し、

又は軽減するため

の施設の整備状況

や整備見込み等を

総合的に勘案し、

居住を誘導するこ

とが適当ではない

と判断される場合

は、原則として、居

住誘導区域に含ま

ないこととすべき

区域 

土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律第７

条第１項に規定する土砂災害警戒区

域（急傾斜、土石流、地すべり） 

・指定あり 

津波防災地域づくりに関する法律第

53条第１項に規定する津波災害警戒

区域 

・未指定 

水防法（昭和 24年法律第 193 号）第

15条第１項４号に規定する浸水想定

区域（洪水、雨水出水、高潮） 

津波防災地域づくりに関する法律

（平成 23年法律第 123号）第８条第

１項に規定する津波浸水想定区域 

・洪水： 

【河 川】吉井川水系（吉井川、香登

川、金剛川、八搭寺川）で

公表済み 

【ため池】７か所について公表済み 

・雨水出水：旧吉永町のみ公表済み 

・高潮：未公表 

・津波：公表済み 

特定都市河川浸水被害対策法（平成

15 年法律第 77号）第 32 条第１項に

規定する都市洪水想定区域及び同条

第２項に規定する都市浸水想定区域 

・指定なし 

土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律第４

条第１項に規定する基礎調査、津波

防災地域づくりに関する法律第８条

第１項に規定する津波浸水想定にお

ける浸水の区域及びその他の調査結

果等により判明した災害の発生のお

それのある区域 

・指定なし 
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（３）居住誘導区域に係る評価 

  居住誘導区域の候補地を抽出するために設定した、都市構造の評価指標は以下のとおり

です。 

なお、評価結果は「参考１．居住誘導区域に係る評価結果」にて示します。 

 

表 居住誘導区域に係る評価指標 

評価指標 評価 評価内容 

①現在人口密度 
（平成 27（2015）
年）による集
積度 

最高評価 人口密度 40 人/ha以上 

高評価 人口密度 30 人/ha以上 40人/ha 未満 

②将来人口密度 
（令和 22（2040）
年）による集
積度 

中評価 人口密度 20 人/ha以上 30人/ha 未満 

低評価 人口密度 10 人/ha以上 20人/ha 未満 

最低評価 人口密度 10 人/ha未満 

③公共交通のア
クセス性 

高評価 鉄道駅から 500ｍ圏域又は片道 20便/日以上のバス停から 300ｍ圏域 

中評価 鉄道駅から 800ｍ圏域又は片道 10便/日以上のバス停から 300ｍ圏域 

低評価 片道 10便/日未満のバス停から 300ｍ圏域 

④都市機能の集
積状況 

高評価 高齢者の一般的な徒歩圏域（500m）に対象都市機能が４種以上 

中評価 高齢者の一般的な徒歩圏域（500m）に対象都市機能が２～３種 

低評価 高齢者の一般的な徒歩圏域（500m）に対象都市機能が１種以下 

⑤用途地域 

高評価 
第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域 
第二種中高層住居専用地域 

中評価 
第一種住居地域、第二種住居地域 
日生地域の建築形態規制（容積率 200％、400％） 

低評価 近隣商業地域、商業地域 

⑥工場集積地か
らの時間距離
（通勤利便性
の高さ） 

高評価 工場集積地からの時間距離が自転車で 5分以内 

中評価 工場集積地からの時間距離が自転車で 10分以内 

低評価 工場集積地からの時間距離が自転車で 15分以内 
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３．居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定 

  抽出した居住誘導区域の候補地から、地形地物や用途地域・建築形態規制等を境界に 45

ページ以降に示すとおり居住誘導区域及び都市機能誘導区域を設定します。 

  なお、居住誘導区域及び都市機能誘導区域の面積は下表のとおりです。 

  居住誘導区域の面積が、用途地域指定区域（957ha）及び建築形態規制のうち容積率 200％・

400％の指定区域（326ha）に対して占める割合は、現時点で約 19.6％、将来目標※2で 29.6％

となっています。 

 

表 居住誘導区域及び都市機能誘導区域の面積 

  

居住誘導区域面積(ha) 都市機能誘導区域面積(ha) 

    

将来目標 

※2 

    

将来目標 

※2 現時点 

防災安全性

から、対策

実施まで区

域から除外

する箇所※1 

現時点 

防災安全性

から、対策

実施まで区

域から除外

する箇所※1 

①香登駅周辺 28.7  21.4 50.1 ― ― ― 

②伊部駅周辺 100.1  3.5 103.6 32.1 0 32.1 

③西片上駅周辺 
32.7  68.4 101.1 

24.0 7.6 31.6 

④備前片上駅周辺 ― ― ― 

⑤伊里駅周辺 3.6  7.9 11.5 ― ― ― 

⑥日生駅周辺 15.4  17.7 33.1 7.5 4.6 12.1 

⑦寒河駅周辺 50.8  6.4 57.2 ― ― ― 

⑧三石駅周辺 20.0  3.2 23.2 ― ― ― 

合計 251.3  128.5 379.8 63.6 12.2 75.8 

※1. 土砂災害の防止に係る対策を実施（特別警戒区域が指定解除）後（又は見込まれる場合）に誘導

区域とする箇所。なお、浸水想定（計画規模（Ｌ１））が３ｍ以上の箇所は、現時点で居住誘導区

域（候補地）内にはありません。 

※2.※1の箇所を全て含んだ場合の面積（居住誘導区域（候補地）として抽出した範囲に相当）。 
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表 【参考】都市計画区域内外の面積 

  区域面積(ha) 割合(％) 

都市計画区域 13,842 53.6% 

  

用途地域指定区域 957 3.7% 

  

第一種低層住居専用地域 28 0.1% 

第一種中高層住居専用地域 91 0.4% 

第二種中高層住居専用地域 35 0.1% 

第一種住居地域 312 1.2% 

第二種住居地域 29 0.1% 

近隣商業地域 63 0.2% 

商業地域 22 0.1% 

準工業地域 222 0.9% 

工業地域 155 0.6% 

用途地域指定外区域 12,885 49.9% 

 

建築形態規制指定区域 1,371 5.3% 

 

容積率 100％、建ぺい率 50％ 1,046 4.1% 

容積率 200％、建ぺい率 60％ 79 0.3% 

容積率 400％、建ぺい率 70％ 247 1.0% 

その他 11,514 44.6% 

都市計画区域外 11,975 46.4% 

行政区域 25,817 100.0% 

資料：都市計画基礎調査（平成 29年）、備前市統計書（平成 30 年度） 
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①香登駅周辺【居住誘導区域】 

■都市機能誘導区域・居住誘導区域 

図 香登駅周辺の居住誘導区域 

用途地域界 

防災施設の設置（見込み）後に誘導区域とす

る箇所を含む土砂災害（特別）警戒区域※2 

※2 令和４年３月末時点の情報を表示してい

ます。最新かつ詳細な情報は、備前市統合
型 GIS等から確認してください。 

※１防災施設が設置されていない土砂災害
（特別）警戒区域を除く 

※1 

※1 
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②伊部駅周辺【都市機能誘導区域、居住誘導区域】 

図 伊部駅周辺の都市機能誘導区域・居住誘導区域 

用途地域界 

防災施設の設置（見込み）後に誘導区域とす

る箇所を含む土砂災害（特別）警戒区域※2 

※2 令和４年３月末時点の情報を表示してい
ます。最新かつ詳細な情報は、備前市統合
型 GIS等から確認してください。 

※１防災施設が設置されていない土砂災害
（特別）警戒区域を除く 

※1 

※1 
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③西片上駅周辺【都市機能誘導区域、居住誘導区域】、④備前片上駅周辺【居住誘導区域】 

 

図 西片上駅・備前片上駅周辺の都市機能誘導区域・居住誘導区域 

用途地域界 

防災施設の設置（見込み）後に誘導区域とす

る箇所を含む土砂災害（特別）警戒区域※2 

※2 令和４年３月末時点の情報を表示してい

ます。最新かつ詳細な情報は、備前市統合
型 GIS等から確認してください。 

※１防災施設が設置されていない土砂災害
（特別）警戒区域を除く 

※1 

※1 
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⑤伊里駅周辺【居住誘導区域】 

図 伊里駅周辺の居住誘導区域 

用途地域界 

防災施設の設置（見込み）後に誘導区域とす

る箇所を含む土砂災害（特別）警戒区域※2 

※2 令和４年３月末時点の情報を表示してい
ます。最新かつ詳細な情報は、備前市統合
型 GIS等から確認してください。 

※１防災施設が設置されていない土砂災害
（特別）警戒区域を除く 

※1 

※1 
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⑥日生駅周辺【都市機能誘導区域、居住誘導区域】 

図 日生駅周辺の都市機能誘導区域・居住誘導区域 

防災施設の設置（見込み）後に誘導区域とす

る箇所を含む土砂災害（特別）警戒区域※2 

※2 令和４年３月末時点の情報を表示してい
ます。最新かつ詳細な情報は、備前市統合

型 GIS等から確認してください。 

※１防災施設が設置されていない土砂災害
（特別）警戒区域を除く 

※1 

※1 
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⑦寒河駅周辺【居住誘導区域】 

図 寒河駅周辺の居住誘導区域 

防災施設の設置（見込み）後に誘導区域とす

る箇所を含む土砂災害（特別）警戒区域※2 

※2 令和４年３月末時点の情報を表示してい
ます。最新かつ詳細な情報は、備前市統合

型 GIS等から確認してください。 

※１防災施設が設置されていない土砂災害
（特別）警戒区域を除く 

※1 

※1 
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⑧三石駅周辺【居住誘導区域】 

図 三石駅周辺の居住誘導区域 

用途地域界 

防災施設の設置（見込み）後に誘導区域とす

る箇所を含む土砂災害（特別）警戒区域※2 

※2 令和４年３月末時点の情報を表示してい

ます。最新かつ詳細な情報は、備前市統合
型 GIS等から確認してください。 

※１防災施設が設置されていない土砂災害
（特別）警戒区域を除く 

※1 

※1 



58 

  



59 

第５章 誘導施設の設定 

１．誘導施設の基本的な考え方 

誘導施設は都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき生活サービス施設を設定するもの

です。 

誘導施設は、居住者の共同の福祉や利便の向上を図るという観点から、 

 病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模多機

能型居宅介護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設 

 子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て

支援施設、小学校等の教育施設 

 集客力があり、まちの賑わいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や、スーパーマー

ケット等の商業施設 

 行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設 

等を定めることが考えられます。（以上、第 11版 都市計画運用指針より） 

 

２．誘導施設設定の基本方針 

  以下の手順により、誘導施設を設定します。 

 

   ■誘導施設の設定手順 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①都市機能分類ごとに生活サービス施設を整理 

②拠点（都市拠点、地域拠点、生活拠点）ごとの役割に応じた施設の分類 

③都市機能誘導区域内に立地することが望ましい施設の検討 

・上記で整理した生活サービス施設のうち、本市のめざす将来都市構造の

実現に向け、都市拠点・地域拠点で設定する都市機能誘導区域において、

維持、誘導・集約すべき施設を検討。 

誘導施設の設定 
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３．誘導施設の設定  

本市で設定する誘導施設は以下のとおりです。また、あわせて生活拠点において日常生

活を支えるために立地が望ましい施設もあわせて示します。 

なお、誘導施設は、本市のめざす将来都市像の実現のために都市機能誘導区域内に立地

することが望ましい施設を示すものであり、都市機能誘導区域外への立地を規制するもの

ではありません。 

また、誘導施設は、市が新たに整備（建替え・改修等）したり、施設整備に対する市や国

等の支援を約束するものではありません。 

 

表 誘導施設一覧 

都市機能分類 維持・誘導すべき都市機能 

大分類 小分類 
居住誘導区域 
（生活拠点） 

都市機能誘導区域 
（都市拠点・地域拠点）【誘導施設】 

 都市機能誘導区域内に立地する施設※1 

行政 
機能 

市役所   ○ 備前市役所 

支所・出張所   ○ 日生総合支所 

教育 
機能 

高等学校、中学校、小学
校、支援学校 

〇 
○ 

（高等学校） 
備前緑陽高等学校・片上高等学校 

介護・ 
福祉 
機能 

地域包括支援センター   ○ 
地域包括支援センター、 
地域包括支援センター東サブセンター 

入所系高齢者福祉施設 

〇   ― 通所系高齢者福祉施設 

通所系障害者福祉施設 

子育て 
機能 

幼稚園 

〇   ― 

保育園 

認定こども園 

認可外保育園 

学童保育 

子育てひろば 

その他 

保健・ 
医療 
機能 

二次緊急医療機関 
  ○ 備前病院、草加病院、日生病院 

総合病院 

診療所・医院（19床以下） 
〇   ― 

診療所・医院（病床なし） 
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都市機能分類 維持・誘導すべき都市機能 

大分類 小分類 
居住誘導区域 
（生活拠点） 

都市機能誘導区域 
（都市拠点・地域拠点）【誘導施設】 

 都市機能誘導区域内に立地する施設※1 

文化 
機能 

美術館・博物館・資料館   ○ 備前焼ミュージアム、BIZEN中南米美術館 

図書館   ○ 市立図書館、市立図書館日生分館 

文化ホール・会館   ○ 
備前焼伝統産業会館、市民センター、 
日生市民会館 

集会所 〇   ― 

公民館 〇   ― 

商業 
機能 

スーパーマーケット  ○ 
山陽マルナカ備前店、業務スーパーFC
備前店、マックスバリュ備前店、
PAONE 日生店 

大規模小売店※2（スー
パーマーケット以外） 

  ○ ドラックストアコスモス備前店、 

エディオン備前店 
コンビニエンスストア 〇    

金融 
機能 

銀行・信用金庫  
○ 

（ATMのみを

除く） 

備前日生信用金庫本店営業部、備前日生信

用金庫片上支店、トマト銀行片上支店、中

国銀行片上支店、備前日生信用金庫日生支

店、中国銀行日生支店 

郵便局 〇  ― 

ＪＡ 〇  ― 

※1.施設は令和３（2021）年６月末時点のものです。 

 都市機能誘導区域（現時点）内に立地している施設は赤字としています。 

 都市機能誘導区域（将来目標）内に立地している施設は青字としています。 

 都市機能誘導区域内の誘導施設に該当する既設施設は、休止又は廃止する場合に市への届出が必要

となります。 

※2. 大規模小売店：大規模小売店舗立地法第５条の規定による届出対象となる店舗（小売業を行なう

ための店舗の用に供する床面積が 1,000 ㎡を超える店舗） 

 

  



62 

第６章 誘導施策 

居住誘導区域に居住を誘導するための施策や、都市機能誘導区域における誘導施設の立地

を誘導するための施策を実施することで、コンパクトな都市の実現を目指します。 

１．居住を誘導するための施策  

（１）住環境の向上に関する施策 

施 策 内 容 

都市基盤整備（水道及び

下水道）の維持管理 

・水道及び下水道施設は、経年による老朽化が進んでいるため、

今後は水道施設の耐震化及び更新と、下水道施設の長寿命化に

取り組んでいきます。 

各種計画と連携した住環

境の向上 

・『備前市空家等対策計画』に基づく空き家の適正管理や利活用

の促進、『備前市耐震改修促進計画』に基づく住宅の耐震化推

進により、住宅や居住環境の安全性の確保を図ります。 

密集した市街地・狭あい

道路の解消 

・日生等の密集した市街地では、地区計画等の活用による基盤整

備やオープンスペースの確保を検討し、良好な居住環境の創出

に努めます。 

・緊急車両が通行困難である狭あいな道路については、主要路線

から優先的に整備を図ります。 

公営住宅の再編・長寿命

化の推進 

・市営住宅については、老朽化している建物の除却や改修を行い

ながら、『備前市公営住宅等長寿命化計画』に基づき、計画的

に管理戸数の適正化を図ります。 

・また、集会所や駐車場等の共用施設や防火用水等の消防施設の

整備を図り、良好な居住環境を創出します。 

 

（２）土地利用に関する施策 

施 策 内 容 

伊部・浦伊部地区の土地区

画整理事業廃止後のまち

づくりの推進 

・廃止した伊部・浦伊部土地区画整理業区域について、伊部駅の

近くに位置する利便性の高さを活かし、民間開発の誘導による

良好な居住環境の創出を図り、市全体のコンパクト化に資する

居住地域の形成を図ります。 

・また、当該箇所について、今後のまちづくりの進行状況にあわ

せて、用途地域の変更、居住誘導区域の設定等を検討します。 

駅周辺の低未利用地の有

効活用 

・駅周辺の利便性が高い社宅や工場の跡地、休耕地等の低未利用

地、公共施設の再編による公有不動産の余剰地（廃止予定の市営

住宅等）を活用し、居住地の駅周辺への集約化や移住の受け皿と

なる住宅地として民間宅地開発や日常生活サービス施設の立地

を誘導します。 

・また、あわせて用途地域の指定・変更等を検討します。 
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施 策 内 容 

魅力あるオープンスペー

スの創出・整備 

・子育て世代等の若年世代から高齢世代まで、多様な人々が日常に

おいて交流し、快適に過ごすことができる公園や広場等の都市

の暮らしにおけるアメニティ空間の創出・整備を図ることによ

り、新たな居住ニーズの創出を目指します。 

 

 

（３）居住誘導区域外における施策 

施 策 内 容 

都市再生特別措置法に基

づく届出制度の活用 

・都市再生特別措置法に基づく届出制度を活用し、居住誘導区域外

での新たな住宅開発を抑制し、居住誘導区域内への居住の緩や

かな誘導を図ります。 

居住誘導区域外における

無秩序な開発の抑制 

・開発基準について、人口や都市機能の集積状況、開発動向等、地

域の実情に即した見直しを検討するとともに、用途白地地域に

おける特定用途制限地域の指定等により、居住誘導区域外にお

いて開発の抑制を図ります。 

 

 

（４）交通環境の向上に関する施策 

施 策 内 容 

持続可能な公共交通網の

形成 

・『備前市地域公共交通網形成計画』に基づき、拠点間の路線の維

持・確保や幹線と地域内支線の連携等により、持続可能な公共交

通網の形成を図ります。 

・鉄道駅周辺におけるパークアンドライドに資する駐車場の整備

や駐輪場の維持管理、駅前トイレの改修等により、鉄道の利便性

向上と機能強化に努めます。 

・駅周 

辺への都市機能や居住の長期的な集約とあわせて、兵庫・岡山県境

協議会等を通じて沿線市町との連携による鉄道利用促進運動を

展開しながら、ＪＲに対し、継続的に増便（延長）を要望します。 

道路ネットワークの強化 

・幹線道路については、隣接市町や市内各拠点間の連携を強化し、

慢性的な渋滞の解消、災害時の代替ルートの確保等の必要性や

実現性について総合的に判断・検討した上で、整備を推進しま

す。 

主要な生活道路の整備・改

善 

・地区内の日常生活を支える主要な生活道路は、バリアフリー化等

の歩行者の安全性の向上や緊急車両の通行の円滑化に資する道

路環境の整備・改善を図ります。 
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（５）防災・減災対策の推進に関する施策 

施 策 内 容 

避難ルートを加味した各

種災害に応じた指定避難

所等の見直し 

・市内の公共施設の整備・改修事業や『備前市公共施設等総合管

理計画』に基づく公共施設の再編と連携を図りながら、避難ル

ートを加味した指定避難所等の見直しを行い、災害時における

市民等の生命の安全確保を図ります。 

「地域防災マップ」の作

成 

・令和３年度改定（予定）のハザードマップを参考に、自主防災組織

等に地域の実情を確認しあいながら、その地域にあった「地域防災

マップ」作成を促進し、地域の防災力の向上を図ります。 

市民・事業者への意識啓

発 

・本市の地理的特性により、吉井川等での洪水被害の想定や瀬戸

内海沿岸での津波被害が想定される他、土石流及びがけ崩れ

（急傾斜）の土砂災害（特別）警戒区域が山麓部に多く指定さ

れる等、様々な災害リスクを有しています。 

・そのため、市民・事業者に対するハザードマップの周知や避難体制

の在り方等に関する意識啓発等、ソフト対策を推進します。 

洪水予報河川・水位周知

河川以外の河川における

洪水浸水想定区域の指

定・公表の働きかけ 

・洪水予報河川・水位周知河川（吉井川、香登川、金剛川、八搭

寺川）以外においても、浸水想定区域の調査・公表を進めるよ

う県に要望するとともに、その結果に応じて、居住誘導区域の

見直しやハード・ソフト対策の実施等により、居住環境の安全

性の確保を図ります。 

居住誘導区域（候補地）

にかかる土砂災害（特別）

警戒区域における対策実

施に向けた働きかけ 

・土砂災害（特別）警戒区域については、砂防堰堤等の防災施設

を整備することで、災害の危険性が低減されます。 

・第４章において設定する都市機能誘導区域・居住誘導区域（候

補地）にかかる、防災施設整備未実施の土砂災害（特別）警戒

区域については、県と連携して優先的に対策を進めます。 

河川の改修等の推進 

・居住誘導区域（候補地）内において３ｍ以上の浸水が想定され

る河川をはじめとして、市の管理する河川及び排水路等の計画

的な整備・改修を行うとともに、県が管理する河川の改修等を

要望していきます。  

・また、近年の水害の激甚化・頻発化を教訓とし、流域のあらゆ

る関係者が協働し、流域全体で治水対策に取り組む「流域治水」

を進めていきます。 

災害の発生を抑止する都

市の形成 

・豪雨や地震等による自然災害に対し、浸水被害や土砂災害の発生を

抑止するため、計画的な市街地開発や河川等の治水対策を促進しま

す。 

被害を最小限化する環境

の整備 

・災害が発生した場合において、人的・物的被害を最小限にとど

め、その後の復旧活動を円滑に行うための計画の策定、都市施

設や防災環境の整備を推進します。 

多様な主体・手法による

防災まちづくりの取り組

み 

・行政と住民、企業等がそれぞれの役割を認識し、リスク情報の

共有と連携を図りながら、多様な手法の組合せによる安全なま

ちづくりを進めます。 
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２．誘導施設の立地を誘導するための施策 

（１）都市機能の維持・充実に関する施策 

施 策 内 容 

公共施設の再編や低未利

用地を活かした、都市・

地域拠点の活性化推進 

・旧アルファビゼン跡地をはじめとした都市拠点や地域拠点にお

ける低未利用地の有効活用や、『備前市公共施設等総合管理計

画』に基づく公共施設の再編（集約・複合化）により、都市機

能誘導区域の魅力の向上と活性化を図ります。 

各種届出制度を活用した

立地適正化計画の周知 

・施設整備にあたっては、建築確認申請や開発許可申請、大規模

小売店舗立地法に基づく届出、景観法に基づく届出等、立地適

正化計画以外の各種申請や届出があり、これら手続きの機会を

活用し、立地適正化計画を周知するとともに、都市機能誘導区

域内への誘導施設の誘導を図ります。 

都市計画の決定・変更 

又は見直し 

・『備前市都市計画マスタープラン』で掲げる方針に基づき、地

域地区や都市施設の決定・変更を行い、適切な土地利用の誘導

や事業の推進を図ります。 

 

 

（２）交通環境の向上に関する施策 

施 策 内 容 

地域公共交通網形成計画

の推進 

・『備前市地域公共交通網形成計画』の基本方針に掲げる、「日常

生活を支える公共交通網の形成」「まちに活力を与える公共交

通」「持続可能な公共交通体系の構築」を推進します。 

都市拠点へのアクセス性

の強化 

・本市の都市拠点の中心部にあるＪＲ西片上駅については、高低差

のある市街地からのアクセスのバリアフリー化やバスとの接続

強化等、公共交通が利用しやすい環境整備を検討します。 

 

 

（３）防災・減災対策の推進に関する施策 

施 策 内 容 

指定避難所等の役割を担

う公共施設等の強化・充

実 

・都市機能誘導区域内に立地している公共施設の多くは、指定避

難所等として市民の安全を確保する施設となっていることか

ら、『備前市公共施設等総合管理計画』に基づく公共施設の再

編と連携を図りながら、指定避難所等として耐震化等の推進と

機能の充実を図ります。 

災害時に連携体制を担う民

間施設の防災機能強化に対

する支援の検討 

・都市機能誘導区域内の商業・業務等の民間施設は、外出時に災

害が発生した際の有効な避難場所となることから、災害時の民

間施設の活用に向けて、防災機能の強化に対する支援策を検討

します。 
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３．届出制度 

（１）居住誘導区域に関する届出制度 

居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握し、居住誘導区域内へ住宅の立地を緩

やかにコントロールするための届出制度です。 

居住誘導区域外で以下に示す行為を行う場合には、市長への届出が必要となります。 

 
 

１）届出の対象となる行為（都市再生特別措置法第 88条第１項） 

開発 

行為 

①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000㎡以上のもの 

③住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例※で定めたものの建築目

的で行う開発行為（例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等） 

建築等 

行為 

①３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

②人の居住の用に供する建築物として条例※で定めたものを新築しようとする場

合（例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等） 

③建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等（①、②）とする場合 

※本市においては、計画策定時点（令和４年３月 31日）で、条例は定めない予定。 

 

【開発行為】                   【建築等行為】 

 

 

 

 

 

 

 

図 居住誘導区域に係る届出の対象 

 

 

２）届出の時期（都市再生特別措置法第 88条第２項） 

・開発行為等に着手する 30日前まで 

 

３）届出に対する対応（都市再生特別措置法第 88条第３項、第４項） 

・市長は、届出に係る行為が居住誘導区域内における住宅等の立地の誘導を図る上で支

障があると認められるときは、届出をした者に対して、届出に係る事項に関し、住宅

等の立地を適正なものとするために必要な勧告をすることができます。 

・市長は、勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者

に対し、居住誘導区域内の土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ず

るよう努めなければならないとされています。 

  

  

資料：改正都市再生特別措置法等について（国土交通省資料） 
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（２）都市機能誘導区域に関する届出制度 

都市機能誘導区域内外における誘導施設の整備等の動きを把握するための届出制度です。 

都市機能誘導区域内へ民間施設等の立地を緩やかにコントロールしたり、都市機能誘導

区域内で設定した誘導施設が廃止した場合に、既存建物・設備の有効活用などにより機能

維持等の措置を可能とするためのものです。 

都市機能誘導区域外で以下に示す行為を行う場合や、都市機能誘導区域内で誘導施設を

休止又は廃止する場合には、市長への届出が必要となります。 

 

１）届出の対象となる行為（都市再生特別措置法第 108条第１項、第 108条の２第１項） 

都市機能 

誘導区域外 

開発 

行為 

①誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする

場合 

建築等 

行為 

①誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

②建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

③建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

都市機能 

誘導区域内 
休廃止 ①誘導施設を休止又は廃止しようとする場合 

 

２）届出の時期（都市再生特別措置法第 108条第２項、第 108条の２第１項） 

・開発行為等に着手、又は誘導施設を休止・廃止する 30日前まで 

 

３）届出に対する対応（都市再生特別措置法第108条第３項、第４項及び第108条の２第２項） 

・市長は、届出に係る行為が都市機能誘導区域内における誘導施設の立地の誘導を図る

上で支障があると認めるときは、届出をした者に対して、届出に係る事項に関し、誘

導施設の立地を適正なものとするために必要な勧告をすることができます。 

・市長は、勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者

に対し、誘導施設に係る都市機能誘導区域内の土地の取得についてのあっせんその他

の必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。 

・市長は、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする届出があった場

合、新たな誘導施設の立地又は立地の誘導を図るため、休止又は廃止しようとする誘

導施設を有する建築物を有効に活用する必要があると認めるときは、届出をした者に

対して、建築物の存置その他の必要な助言又は勧告をすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 都市機能誘導区域に係る届出の対象 

資料：改正都市再生特別措置法等について（国土交通省資料） 

都市機能誘導区域内で、

誘導施設を整備する場合 

都市機能誘導区域内で、誘

導施設を休止・廃止する場合 

都市機能誘導区域外で、誘導施設を

整備する場合 
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４．都市のスポンジ化への対応 

（１）低未利用土地の有効活用と適正管理のための指針等 

本市では、空き地・空き家等の低未利用土地が増加しており、生活利便性の低下や治安・

景観の悪化、地域の魅力の低下等が懸念されています。このような時間的・空間的にラン

ダムに発生する「都市のスポンジ化」と呼ばれる問題に対処するため、低未利用土地の利

用及び管理に関する指針（以下、「低未利用土地利用等指針」という。）を定めます。 

また、低未利用土地の地権者等と利用希望者を市がコーディネートし、複数の土地や建

物に一括して利用権等を設定する計画制度である「低未利用土地権利設定等促進計画」の

策定について、必要に応じて検討します。 

 

１）低未利用土地利用等指針 

利用指針 

[都市機能誘導区域] 

・利用者の利便を高める誘導施設の立地の推進 

・リノベーションによる空き家、空きビル、空き店舗の利活用の推進 

・オープンカフェや広場等、市街地の高質化に向けた利活用の推進 

[居住誘導区域] 

・リノベーションによる既存住宅の再生及び良好な居住環境整備のための敷

地統合等による利用の推進 

管理指針 

[空き家] 

・定期的な空気の入れ換え等の適切な清掃の実施 

[空き地等] 

・雑草の繁茂及び害虫の発生を予防するための定期的な除草 

・害虫の駆除 

・樹木の枯損が発生した場合の伐採等の実施 

・不法投棄等を予防するための柵の設置など、適切な措置を講じる等の適切な

管理の実施 

 

 

２）低未利用土地権利設定等促進事業区域 

①低未利用土地権利設定等促進事業区域の設定 

・都市機能誘導区域又は居住誘導区域とします。 

 

②低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項 

・促進すべき権利設定等の種類：地上権、賃借権、所有権等 

・立地を誘導すべき誘導施設等：都市機能誘導区域における誘導施設、 

居住誘導区域における住宅等 
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（２）立地誘導促進施設協定（コモンズ協定）に関する事項 

空き地や空き家等の低未利用土地を活用し、交流広場、コミュニティ施設、防犯灯等、

地域コミュニティやまちづくり団体が共同で整備・管理する空間・施設についての地権者

合意による協定制度である「立地誘導促進施設協定（コモンズ協定）」の活用について、必

要に応じて検討します。協定に基づく整備・管理する公共施設等については、都市再生推

進法人が管理する場合、課税が軽減されます。 

 

１）立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理が必要になると認められる区域 

・都市機能誘導区域又は居住誘導区域とします。 

 

２）立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理の関する事項 

・居住者等の利便を増進し、良好な市街地環境を確保するために、区域内の一団の土地

の所有者及び借地権者等を有する者は、以下の施設の一体的な整備又は管理を適切に

行うこととします。 

種類：広場、広告塔、並木等、居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等で

あって、居住誘導区域にあっては住宅の立地、都市機能誘導区域にあっては誘導施設

の立地の誘導の促進に資するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 立地誘導促進施設協定を活用した公共施設等の整備イメージ 

 

  

資料：立地適正化計画作成の手引き（国土交通省） 



70 

第７章 防災指針 

１．防災指針の基本的な考え方 

（１）防災指針の概要 

防災指針は、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能の確

保を図るための指針であり、当該指針に基づく具体的な取り組みとあわせて立地適正化計

画に定めるものです。様々な災害のうち、河川氾濫、津波、高潮による浸水エリアは広範

囲に及び、 既に市街地が形成されていることも多いことから、この範囲を居住誘導区域か

ら全て除くことは現実的に困難であることも想定されます。また、地震については、影響

の範囲や程度を即地的に定め、居住誘導区域から除外を行うことに限界もあります。この

ため、居住誘導区域における災害リスクをできる限り回避あるいは低減させるため、必要

な防災・減災対策を計画的に実施していくことが求められます。 

立地適正化計画においては、災害リスクを踏まえた課題を抽出し、都市の防災に関する

機能の確保のため、防災指針を定めるとともに、この方針に基づく具体的な取り組みを位

置付けることとしています。（以上、第 11版 都市計画運用指針より） 

 

（２）備前市における防災指針の基本的な考え方 

  本市は地形的な制約から利用可能な土地が限定的であるため、災害リスクの高い箇所を

全て誘導区域から除くことは現実的に困難です。 

そのため、土石流及びがけ崩れ（急傾斜）については、現時点で居住誘導区域（候補地）

内の対策未実施の土砂災害警戒区域は、防災施設が設置される、又は見込めるまで（特別

警戒区域を含む場合は、特別警戒区域の指定解除、又は見込めるまで）居住誘導区域には

含めないこととしています。 

また、河川氾濫や津波による浸水については、事前に河川水位や気象状況を見て避難行

動をとれる可能性があること、浸水想定が一般的な家屋の２階床下に相当する３ｍ未満で

あれば垂直避難も選択肢として考えられることから、浸水想定３ｍ未満の箇所については

居住誘導区域に含めることとしています。加えて、洪水予報河川・水位周知河川（吉井川、

香登川、金剛川、八搭寺川）以外では河川浸水想定が未実施のため、現時点では地形や過

去の災害履歴から判断するものとし、浸水想定区域の調査・公表が行われた時点で居住誘

導区域の見直しを行うこととしています。 

居住誘導区域の設定にあたってこのような災害リスクの取り扱いを行った上で、居住誘

導区域における災害リスクを回避、あるいは低減させるために必要な防災・減災対策を「防

災指針」に定め、計画的に実施します。 
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２．防災・減災まちづくりに向けた課題の抽出 

第４章で整理した居住誘導区域（候補地）及び避難場所・避難所と以下の災害リスクと

の重ね合わせにより、防災・減災まちづくりに向けた課題を抽出します。 

なお、各災害リスクの重ね合わせ図は「参考２．災害リスク重ね合わせ図」にて示します。 

■重ね合わせる災害リスク 

①洪水浸水 

 河川氾濫浸水想定区域（吉井川水系（吉井川、香登川、金剛川、八搭寺川）のみ） 

（計画規模（Ｌ１）、想定最大規模（Ｌ２）） 

 既往水害分布（平成 15（2003）年８月８日台風 10号、平成 16（2004）年８月 30日

台風 16号、平成 16（2004）年９月７日台風 18号、平成 17（2005）年９月６日台風

14号による浸水地域） 

②津波浸水 

 津波浸水想定区域 

③土砂災害 

 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域（土石流、がけ崩れ（急傾斜）） 

④地震・液状化 

 震度分布 

 液状化危険度分布 

■居住誘導区域（候補地）における防災・減災まちづくりに向けた課題 

災害リスク 防災・減災まちづくりに向けた課題 

①洪水浸水 

・計画規模（Ｌ１）想定では、香登駅周辺の居住誘導区域（候補地）に

おいて最大で 0.5ｍ以上～３ｍ未満の浸水が想定されています。 

・また、想定最大規模（Ｌ２）では、香登駅及び三石地区中心部の居住誘導区域

（候補地）において最大で３ｍ以上～５ｍ未満の浸水が想定されています。 

・西片上駅周辺の一部（海沿い）と日生駅周辺の大部分が過去の台風に

よる洪水等の浸水域となっています。 

⇒計画規模（Ｌ１）想定において、現時点で居住誘導区域（候補地）内

の３ｍ以上の浸水想定区域は、河川改修等により浸水想定が３ｍ未満

となる、又は見込めるまで誘導区域には含めないことでリスクを回避

していきます。 

⇒河川改修等のハード対策に加え、ソフト対策により市民一人一人が迅速か

つ的確な避難行動等がとれる、自助、共助、公助が一体となった体制の強

化を進める等、ハード・ソフトを柔軟に組み合わせた対策が必要です。 

⇒洪水予報河川・水位周知河川（吉井川、香登川、金剛川、八搭寺川）

以外においても、県と連携して浸水想定区域の調査・公表を進めるこ

とで災害リスクの把握していく必要があります。 

⇒また、洪水浸水の危険性等に関する情報の一層の周知を図り、地域住

民の日常的な防災意識の向上を図る必要があります。 
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災害リスク 防災・減災まちづくりに向けた課題 

②津波浸水 

・本市では、日生、伊里、片上の湾岸で２ｍ未満の津波浸水が想定され

ています。居住誘導区域（候補地）においては、西片上駅周辺の一部

で１ｍ未満、日生駅周辺で２ｍ未満の浸水想定箇所が含まれていま

す。 

・津波は地震発生後、約２時間で備前市沿岸に到達すると想定されてお

り、状況を見て避難行動をとれる可能性があります。 

⇒港湾の機能強化等のハード対策に加え、ソフト対策により市民一人一

人が迅速かつ的確な避難行動等がとれる、自助、共助、公助が一体と

なった体制の強化を進める等、ハード・ソフトを柔軟に組み合わせた

対策が必要です。 

⇒また、津波浸水の危険性等に関する情報の一層の周知を図り、地域住

民の日常的な防災意識の向上を図る必要があります。 

③土砂災害 

・本市では、伊部駅、寒河駅、三石駅周辺以外の市街地（居住誘導区域

（候補地））において、大部分が特別警戒区域を含む警戒区域で覆わ

れており、大雨等を起因とした土石流や急傾斜地の崩壊等が発生した

場合、家屋の倒壊や住民の生命に危機を及ぼす等、甚大な被害が懸念

されます。 

⇒現時点で居住誘導区域（候補地）内に対策未実施の土砂災害（特別）

警戒区域が含まれる場合は、対策等により指定解除となる、又は見込

めるまで誘導区域には含めないことでリスクを回避していきます。 

⇒また、土砂災害の危険性等に関する情報の一層の周知を図り、地域住

民の日常的な防災意識の向上を図る必要があります。 

④地震・液状化 

・南海トラフ巨大地震が発生した場合の震度分布（平成 25（2013）年

２月岡山県公表）では、市全域で震度５弱以上と大きな揺れが想定さ

れ、寒河駅、三石駅周辺の居住誘導区域（候補地）では震度５強、そ

の他の駅周辺では震度６弱と想定されています。 

・また、各鉄道駅周辺の市街地（居住誘導区域（候補地））において、

液状化危険度の高い箇所が広がっています。 

⇒住宅の耐震化等の促進により、地震時の建築物倒壊による市民の生命

の危険の低減を図るとともに、災害時に住民が利用する避難所や災害

対策活動の拠点となる施設等の強化、充実を図っていく必要がありま

す。 
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３．取り組みの方針 

（１）洪水浸水 

１）河川の改修等の推進 リスクの低減 リスクの回避 

・居住誘導区域（候補地）内において３ｍ以上の浸水が想定される河川をはじめとして、

市の管理する河川及び排水路等の計画的な整備・改修を行うとともに、県が管理する河

川の改修等を要望していきます。 

・また、近年の水害の激甚化・頻発化を教訓とし、流域のあらゆる関係者が協働し、流域全

体で治水対策に取り組む「流域治水」を進めていきます。  

２）市街地等での内水対策 リスクの低減 

・雨水の排水機能を高め、内水氾濫を防止するため、排水ポンプ場、雨水管渠等の下水道

施設の計画的な整備や維持管理に努めます。 

・集中豪雨や地震による防災重点ため池の決壊を防ぐために、関係機関との連携のもと点

検を行うとともに、必要に応じて対策に取り組みます。 

３）危険箇所（水害）と避難方法の周知 リスクの低減 

・想定最大規模降雨に基づく浸水想定区域について、ハザードマップを活用した啓発を行

うとともに、水害の危険性に関する講習や訓練の実施に努めます。 

４）洪水予報河川・水位周知河川以外の河川における浸水想定区域の調査・公表の働きかけ 

リスクの低減 リスクの回避 

・洪水予報河川・水位周知河川（吉井川、香登川、金剛川、八搭寺川）以外においても、浸

水想定区域の調査・公表を進めるよう県に要望するとともに、その結果に応じて、居住

誘導区域の見直しやハード・ソフト対策の実施等により、居住環境の安全性の確保を図

ります。 

 

（２）津波浸水 

１）港湾の機能強化 リスクの低減 

・港湾施設維持管理計画の策定及び点検・修繕を、県と連携して進めていきます。 

・また、津波、地震対策だけでなく、港湾施設を維持するために港湾整備を含めた地域再

生計画の策定を予定しています。 

２）危険箇所（津波）と避難方法の周知 リスクの低減 

・自主防災組織に対し、地区ハザードマップ作成に向け活動助成事業を行い、支援してい

きます。 

・また、防災研修の開催及び参加支援を行うことで危険箇所、避難方法の周知に努めます。 

 

（３）土砂災害 

１）居住誘導区域（候補地）にかかる土砂災害（特別）警戒区域における対策実施に向けた

働きかけ リスクの回避 

・土砂災害（特別）警戒区域については、砂防堰堤等の防災施設を整備することで、災害
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の危険性が低減されます。 

・居住誘導区域（候補地）にかかる、防災施設整備未実施の土砂災害（特別）警戒区域につ

いては、県と連携して優先的に対策を進めます。 

２）危険箇所（土砂災害）と避難方法の周知 リスクの低減 

・土砂災害（特別）警戒区域の指定状況を踏まえ、ハザードマップを活用しながら、危険箇

所の周知に努めます。 

 

（４）地震・液状化 

１）建物の整備・耐震化、公共施設の防災機能強化 リスクの低減 

・『備前市公共施設等総合管理計画』に基づき、災害時に住民が利用する避難所や災害対

策活動の拠点となる施設（本庁、三石総合支所、日生総合支所、吉永総合支所）、ライフ

ライン関連施設等、地震発生による人命への重大な被害や住民生活へ深刻な影響を及ぼ

すおそれのある施設については、優先的に耐震対策を行います。 

・住宅の耐震化や家具の転倒防止等の対策による被害の抑制に向け、『備前市耐震改修促

進計画』に基づき、各種の補助事業の継続と周知に取り組みます。 

・液状化の危険箇所の周知や液状化対策についての情報発信等を行っていきます。 

２）造成宅地の耐震化 リスクの低減 

・盛土の滑動崩落による被害を未然に防ぐため、大規模盛土造成地の有無と安全性の確認

（変動予測調査）及び危険性の高い箇所の滑動崩落防止工事等の予防対策を早急に進め

ていきます。 

 

（５）共通 

１）避難ルートを加味した各種災害に応じた指定避難所等の見直し リスクの低減 

・市内の公共施設の整備・改修事業や『備前市公共施設等総合管理計画』に基づく公共施

設の再編と連携を図りながら、避難ルートを加味した指定避難所等の見直しを行い、災

害時における市民等の生命の安全確保を図ります。 

２）「地域防災マップ」の作成 リスクの低減 

・令和３年度改定（予定）のハザードマップを参考に、自主防災組織等に地域の実情を確

認しあいながら、その地域にあった「地域防災マップ」作成を促進し、地域の防災力の

向上を図ります。 

３）市民・事業者への意識啓発 リスクの低減 

・市民・事業者に対するハザードマップの周知や避難体制の在り方等に関する意識啓発等、

ソフト対策を推進します。 

４）災害に強い道路網の整備 リスクの低減 

・関係機関と連携し、災害に強い道路網の形成に向け、道路や橋梁の耐震化や長寿命化等

を推進します。 

・また、災害時における物資の輸送の円滑な実施に向け、防災拠点の整備を検討します。 
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５）災害時に連携体制を担う民間施設の防災機能強化に対する支援の検討 リスクの低減 

・都市機能誘導区域内の商業・業務等の民間施設は、外出時に災害が発生した際の有効な

避難場所となることから、災害時の民間施設の活用に向けて、防災機能の強化に対する

支援策を検討します。 

 

４．具体的な取り組みと目標値 

取り組みの方針に基づき、短期的（令和７（2025）年まで）に実施予定の主な取り組み

と、その具体的な取り組みに係る目標値を以下のとおり設定します。 

表 具体的な取り組みと目標値の設定 

災害 

リスク 
取り組みの方針 具体的な取り組み※1 

目標値※2 

指標 現状※3 目標※3 

洪水 

浸水 

河川の改修等の

推進 

・河川改修事業（市） 

・河川維持管理事業（市） 

・下水道施設雨水対策事業 

国土強靭化地

域計画に基づ

き整備する河

川数 

2 河川／

年度の改

修 

2 河川／

年度の改

修 

市街地等での内

水対策 

・ため池防災減災事業 

・ため池整備事業 

・下水道施設雨水対策事業 

防災重点ため

池ハザードマ

ップの策定 

15 地区 

（R2） 

40 地区 

（R7） 

雨水渠の整備

及びポンプ施

設の改築更新 

1 施設 

（R2） 

1 施設 

（R7） 

危険箇所（水害）

と避難方法の周

知 

・自主防災組織活動支援事業 

・水害対策事業 

自主防災組織

率 

89.5％ 

（R2） 

100％ 

（R7） 

津波 

浸水 

港湾の機能強化 ・港湾施設維持管理事業（市） 
港湾施設維持

管理計画 

策定 

（R2） 
適宜更新 

危険箇所（津波）

と避難方法の周

知 

・自主防災組織活動支援事業

【再掲】 

自主防災組織

率【再掲】 
― ― 

土砂 

災害 

危険箇所（土砂

災害）と避難方

法の周知 

・自主防災組織活動支援事業

【再掲】 

・水害対策事業【再掲】 

・土砂災害対策（県） 

自主防災組織

率【再掲】 
― ― 

危険個所の整

備 
順次更新 順次更新 
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災害 

リスク 
取り組みの方針 具体的な取り組み※1 

目標値※2 

指標 現状※3 目標※3 

地震・ 

液状化 

建物の整備・耐

震化、公共施設

の防災機能強化 

・非常備消防施設管理事業 

・消防施設管理事業 

・建築物耐震診断等事業 

・家具転倒防止対策の推進 

・市営住宅管理事業 

・小学校、中学校管理運営事業 

・放課後児童健全育成事業、病

児保育事業、地域子育て支援

拠点事業 

・介護保険制度運営事業 

・体育施設管理運営事業 

・市民センター管理運営事業 

・市民会館運営事業 

・地区公民館運営事業 

・地域公民館運営事業 

住宅の耐震化

率 

69％ 

（R1） 

95％ 

（R7） 

造成宅地の耐震

化 

・変動予測調査 

⇒1次スクリーニング（県-実

施済み） 

⇒2次スクリーニング（計画

策定含む） 

・調査結果に基づく対策工事

（市又は土地所有者等） 

― ― ― 

共通 
災害に強い道路

網の整備 

・建築物耐震診断等事業 

・道路等新設改良事業（国・県・

市） 

・道路維持管理事業（国・県・

市） 

・橋梁維持管理事業 

市道改良率 
38.4％ 

（R1） 

39.0％ 

（R7） 

橋梁長寿命化

修繕計画に基

づく橋梁の修

繕 

21 橋 

（R2） 

27 橋 

（R5） 

※１．実施主体が市以外の場合は、実施主体を（  ）内に記載 

※２．備前市国土強靭化地域計画（令和３（2021）年３月）より 

※３．（  ）内は評価年次 
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第８章 計画の推進に関する事項 

１．目標値 

（１）目標値の設定 

コンパクトなまちの実現に向けて本計画に則り実施される各種施策の進捗状況及びその

効果を確認し、より効果的に計画を実現していくため、「都市活力の維持」と「日常生活を

支える公共交通ネットワークの実現」を目標値として設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

将来都市像の

実現に向けた

計画的な土地

利用の推進 

コンパクトな

市街地の形成 

良好な居住環

境の整備 

都市基盤整備

による快適で

衛生的な生活

環境の創出 

災害に強いま

ちづくり 

まちづくりにおける連携や交流性 

魅力ある都市

拠点の整備 

特長を活かし

た市街地の再

整備 

幹線道路の整

備による都市

間・拠点間連

携の充実 

公共交通の利

便性向上 

立地適正化計画 

で対応していく 

課題 

まちづくりにおける機能性や快適性 

 

 

備前市における 

まちづくりの 

基本理念 

海とみどりと炎のまち 

～ひとが元気、笑顔あふれる～ 

 

 

備前市における 

まちづくりの 

基本目標 

機能的で快適な 

人に優しい 

都市づくり 

連携と交流による 

にぎわいある 

都市づくり 

自然と歴史が 

調和した潤いある 

都市づくり 

 

 

目標値 

目標１：都市活力の維持 

居住誘導区域（将来目標）における

人口密度の維持 

・24.6人／ha（R2推計） 

⇒24.6人／ha以上（R22） 

目標２：日常生活を支える公共交

通ネットワークの実現 

備前エリア・日生エリア（諸島地区

を除く）における徒歩・自転車、公

共交通利用率の向上 

・19.8％（R2※）⇒向上（R22） 

※コンパクトなまちづくりを目指した『備前市立地適正化計画』の策定に向けた市民アンケート調

査（令和２（2020）年６月実施）より 
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（２）モニタリング項目の設定 

第 11版 都市計画運用指針では、「立地適正化計画の評価にあたり、当該目標値の達成状

況等について適切にモニタリングしながら、分析及び評価することが望ましい。」としてい

ます。 

このため、将来的に本計画を検証・評価する際の参考として、目標値とは別に、以下の

ようなモニタリング項目を設定し、適宜、確認することとします。なお、モニタリング項

目については、数値目標は設定しません。 

 

表 モニタリング項目 

「目標１：都市活力の維持」に 

係るモニタリング項目 

・人口動態 

・空き家の動向 

・誘導施設の立地状況 

・居住誘導区域外の開発許可件数 

・居住誘導区域内の地価 

「目標２：日常生活を支える公

共交通ネットワークの実現」に 

係るモニタリング項目 

・各鉄道駅の乗降客数 

・備前市営バスの年間利用者数 
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２．進行管理 

  本計画の進行管理には、マネジメントシステムの考え方に基づいて、ＰＤＣＡサイクル

を用いて点検・評価を行います。 

点検・評価にあたっては、計画に記載された施策・事業の実施状況について庁内照会を

行います。 

また、社会情勢の変化や国の制度改正等の状況、上位・関連計画の策定・見直し状況、国

勢調査等の関連データの実施状況などを踏まえて、計画策定後概ね５年ごとに、本計画の

進捗状況や妥当性等を精査・検討し、必要に応じて、関連する施策・事業や都市計画の見

直し、本計画の改定等を行います。 

なお、関連計画についても、本計画を踏まえて改定等を行うことで、コンパクトなまち

の実現に向けて総合的に取り組みます。 

点検・評価にあたっては、必要に応じて、都市計画審議会への報告・意見聴取を行いな

がら、計画の見直しを進めていきます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

  

ＰＬＡＮ 

計画 

・計画の策定 

・施策の具体化 

見直し 

・施策、誘導区域等 

の見直し 

・計画の見直し 

ＡＣＴＩＯＮ 

ＤＯ ＣＨＥＣＫ 実行 

・施策の実行 

検証・評価 

・施策の進捗状況の点検 

・モニタリング項目の確認 

・目標指標の評価 
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参考資料 

参考１．居住誘導区域に係る評価結果 

 

 

評価点 

※6点以下は着色なし 
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参考２．災害リスク重ね合わせ図 

（１）備前市内の避難場所及び避難所 

表 備前市内の避難場所及び避難所の一覧（平成 31（2019）年３月時点） 

 

資料：備前市地域防災計画  

三石総合支所 
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資料：備前市地域防災計画 
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資料：備前市地域防災計画 
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資料：備前市地域防災計画 
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（２）洪水浸水（計画規模（Ｌ１）） 

  
香登駅周辺 

伊部駅周辺 
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西片上駅・備前片上駅周辺 

伊里駅周辺 



87 

  

日生駅周辺 

寒河駅周辺 



88 

  

三石総合支所 

三石駅周辺 
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（３）洪水浸水（想定最大規模（Ｌ２）） 

  
香登駅周辺 

伊部駅周辺 
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西片上駅・備前片上駅周辺 

伊里駅周辺 



91 

  

日生駅周辺 

寒河駅周辺 



92 

  

三石駅周辺 

三石総合支所 
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（４）津波浸水 

  
香登駅周辺 

伊部駅周辺 



94 

  

西片上駅・備前片上駅周辺 

伊里駅周辺 



95 

  

日生駅周辺 

寒河駅周辺 



96 

  

三石総合支所 

三石駅周辺 
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（５）土砂災害  

 

  

香登駅周辺 

伊部駅周辺 



98 

  

西片上駅・備前片上駅周辺 

伊里駅周辺 



99 

  

日生駅周辺 

寒河駅周辺 



100 

  

三石総合支所 

三石駅周辺 
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（６）地震・液状化 

  
香登駅周辺 

伊部駅周辺 
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  西片上駅・備前片上駅周辺 

伊里駅周辺 
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日生駅周辺 

寒河駅周辺 
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三石駅周辺 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備前市立地適正化計画 

令和４年４月 
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